
■2020新年号■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 243号 

新年、明けましておめでとうございます、松村拓也です。 

E-Mailと Facebookで松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしていますが、今回は新年特別号。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. 新年のごあいさつ 

 

僕は毎月 1日に、Facebookで「謹賀新月（げつ）」の挨拶をすることにしています。 

それは、残された人生を精いっぱい生きたいから。 

「今年もあっという間におわっちゃった」などと、絶対に言いたくないから。 

僕に残された時間が、まだたくさんあるのかどうかはよくわかりません。 

62 年生きてくると 1 年という時間がこれまでの人生のたった 1／62 になってしまうので、短く感じるのは仕方

ありません。 

かといって、何かを成し遂げるのに時間が足りないとか、時間を言い訳にしたくもありません。 

でも、時間は確実に過ぎていきます。 

 

そこで僕は、ほぼ毎週このメルマガを書くことで、毎週の感動を自分に課しています。 

実は先週、僕は感動して、あるイベントに参加した時に 2回、そして、テレビドラマの総集編で 3回も泣いてし

まいました。 

その中には、グランメゾン東京の最終回も含まれているので、僕の涙腺はかなり軟弱と言えますが。 

でも、「何回泣くことができるか」こそが人生の豊かさではないでしょうか。 

ということで、今年も僕は「感動を求めて」ジタバタしたいと思います。 

 

今年から笑恵館の運営方式が変わるので、僕の勤務日は土曜だけとし、むしろみっちり笑恵館に滞在し、各種セ

ミナーやよろず相談を受ける日にします。 

（ただし、1月中は、木・金・土を笑恵館勤務日とします） 

そして他の曜日は、自由に移動できるようにして、別のプロジェクトの定例活動を充実させていこうと思います。 

僕の関わるプロジェクトは、「土地や施設の運営」と「法人や個人事業の運営サポート」に大別できますが、いず



れも「その成功や繁栄」というよりは、「失敗に負けない永続性」を目指す取り組みです。 

僕が「起業」にこだわるのは、それが継続や永続に欠かせないからでしょう。 

 

2020年はオリンピックというゴールの年であると同時に、その先のビジョンが無いスタートの年でもあります。 

先が見えないのは、「ダメなこと」ではなく、「先頭を行くこと」です。 

暗中模索という本当の冒険に、元気に挑みたいと思います。 

あなたからのお誘いやご相談をお待ちしています。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. 年賀状から：個人から非営利法人への不動産無償譲渡に対する譲渡所得課税を猶予せよ 

 

昨年は税制度に敗北し、20年前の倒産以来、挫折の年でした。今年の願いは題名の通り、「個人から非営利法人

への不動産無償譲渡に対する譲渡所得課税」を猶予してもらうことです。現在の税制では、「不動産を無償譲渡

（＝寄付）しても、時価で売った場合の金額で譲渡したものとみなし、そこに生じる利益には譲渡所得税を課す」

ことになっています。以前からこの制度には、売ってもいないのに売った場合の税金を払うのは理不尽だという

議論はあるものの、結局そのままで推移しています。でも私が今、この制度に異を唱えるのは、法制度に疑問を

感じるからではありません。この制度が、結果的に日本を滅ぼしてしまう危険を感じたからです。 

・ 

租税とは、国や地方公共団体（政府など）の公共財や公共サービスの経費として、社会にとって不可欠なもので

す。ですが、その税金を課すことが結果として社会の活力を奪い、存続を脅かすとしたらどうでしょう。そもそ

も政府などの目的は、国や地域の「存続」のはず。「成長無くして成功無し」などという理屈は、失敗を想定しな

い無責任。「たとえ失敗しても存続すること」こそが、社会の目的だと私は思います。現行の社会制度の中で、実

現可能な手法を駆使して、新たな可能性が見えてきました。ところが、そこに立ちはだかる障壁が、このみなし

譲渡所得に対する課税です。この障壁ばかりは、何ともならないことが分かりました。 

・ 

そこで私は、今年中にこの壁を超えるため、すべての時間を捧げます。まずはこれまでの経緯と、現在どんな取

組をしているか、最後にこれからの展開について、判りやすくご説明します。提案の真意を理解していただき、

この先どうすべきかを教えていただき、力を貸していただくことが私の願いです。私は何としても、この改革を

成し遂げたいとは思いますが、それを担うのは私自身でなくても構いません。この提案に賛同していただくので

なく、ご批判や否定的な意見でも構いません。どうかこの願いを、関心を持って下さる方に届けてください。土

地の継承にお困りの方はもちろんのことですが、自由に利用できる土地をお探しの方、そのお手伝いをなさる方、

そして、この問題に興味のある研究者や税理士の方などすべての方から、知恵と力をお借りしたいと願っていま

す。 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今年の予定 

凡例 ○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 

   ◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

   ●同行可能：僕の訪問先にお連れできます。 



   ★参加可能：あなたも参加可能な予定です。 

   △同席不可：予定の前後は面談可能です。 

   ▲留守不在：すみません、留守のためお許しを。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（水）01/01 ◎休業日 09-21時 面談可（祖師谷） 

   12-18時 △松村新年会（祖師谷） 

（木）01/02 ◎作業日 09-21時 面談可（青葉台） 

（金）01/03 ◎作業日 09-21時 面談可（青葉台） 

（土）01/04 ◎作業日 09-21時 面談可（青葉台） 

（日）01/05 ◎作業日 09-21時 面談可（青葉台） 

（月）01/06 ◎作業日 09-21時 面談可（青葉台） 

（火）01/07 ◎作業日 09-21時 面談可（青葉台） 

 18-20時 ★一社US 発起人会議（駒場） 

 

 

■その後の予定 

01/11 10-18時 ★地主の学校_8・まつむら塾（笑恵館） 

01/09 16-17時 ★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

01/09 17-19時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

01/10 19-21時 ★カプラー起業交流会（三茶） 

01/16 10-20時 ★なるほどデイ・持ち寄り食事会（笑恵館） 

01/15 10-12時 ★HFA 拡大理事会（渋谷） 

01/18 10-18時 ★地主の学校_9・まつむら塾（笑恵館） 

01/23 17-19時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

01/25 10-18時 ★地主の学校_10・まつむら塾（笑恵館） 

01/26 10-14時 ★名栗の森オーナーシップクラブ１月例会（飯能） 

02/02-07 ▲ブルネイ・コタキナバル旅行 

 

松村の予定はこちらで随時公開しています。 

http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. アクセスポイント：問い合わせ先 

 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 

自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 



笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

http://shokeikan.com/ 

メール配信をご希望の方はこちら 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe… 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 


